
平成23年９月橋本市議会定例会会議録（第６号）その２ 

平成23年９月27日（火） 

                                          

      

（午前９時31分 開議） 

○議長（井上勝彦君）おはようございます。 

 まず、はじめに申し上げます。このたびの

台風12号がもたらした記録的な豪雨により亡

くなられた方々に衷心よりお悔やみ申し上げ

ますとともに、被災された皆さま方に謹んで

お見舞い申し上げます。 

 橋本市議会といたしましても、この大災害

により亡くなられた方々に哀悼の意を表し、

黙禱をささげたいと存じます。ご起立願いま

す。 

（黙禱） 

○議長（井上勝彦君）ありがとうございまし

た。ご着席ください。 

 ただ今の出席議員数は21人で定足数に達し

ております。 

                     

○議長（井上勝彦君）これより本日の会議を

開きます。 

                     

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（井上勝彦君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第81条

の規定により、議長において13番 石橋君、17

番 松本君の２人を指名いたします。 

                     

日程第２ 請願第１号 橋本市の入札にお

ける電気設備工事の分離発注の

基準見直しを求める請願の取り

下げの件 

○議長（井上勝彦君）日程第２ 請願第１号

橋本市の入札における電気設備工事の分離発

注の基準見直しを求める請願の取り下げの件

を議題といたします。 

 本件については、請願者から平成23年９

月16日付をもって請願書の取り下げ願が提出

されました。 

 お諮りいたします。 

 ただ今議題となっております請願第１号 

橋本市の入札における電気設備工事の分離発

注の基準見直しを求める請願の取り下げの件

については、これを承認することにご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、請願第１号 橋本市の入札におけ

る電気設備工事の分離発注の基準見直しを求

める請願の取り下げの件については、これを

承認することに決しました。 

                     

日程第３ 認定第１号 平成22年度橋本市

一般会計決算の認定について から日程

第19 認定第17号 平成22年度橋本市病院

事業会計決算の認定について までの17件 

○議長（井上勝彦君）日程第３ 認定第１号

平成22年度橋本市一般会計決算の認定につい

て から、日程第19 認定第17号 平成22年

度橋本市病院事業会計決算の認定について 

までの17件を一括議題といたします。 

 ただ今議題となりました本案に関し、平

成22年度決算審査特別委員会委員長から、委

員会において審査中の事件につき、会議規則

第104条の規定により、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続審査の申

し出があります。 

 お諮りいたします。 
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 委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査

に付することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長申し出のとおり、閉会中の

継続審査に付することに決しました。 

                     

日程第20 議案第８号 橋本市暴力団排除

条例について 

○議長（井上勝彦君）日程第20 議案第８号

橋本市暴力団排除条例についてを議題といた

します。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 総務委員会委員長 ９番 上田君。 

〔９番（上田良治君）登壇〕 

○９番（上田良治君）おはようございます。

それでは、総務委員会の委員長報告を始めさ

せていただきます。 

 去る９月15日の本会議において、本委員会

に付託された議案第８号 橋本市暴力団排除

条例についてを審査するため、９月16日に委

員会を開催し、慎重審査の結果、全会一致で

原案のとおり可決すべきものと決しましたの

で、以下、その概要を報告いたします。 

 記。 

 議案第８号は、平成23年７月１日付で、和

歌山県の暴力団排除に関する基本的施策とし

て、県のすべての事務事業及び公の施設の利

用から暴力団を排除する規定が盛り込まれた

和歌山県暴力団排除条例が制定されたが、市

町村には、一部その効力が及ばない事態が生

じることから、本市にあっても県条例を軸と

し、市の事務事業及び公の施設から暴力団を

排除する条例を新規制定するものである。 

 委員から、市民会館及び産業文化会館の暴

力団の施設利用など本市への働きかけについ

て ただしがあり、これまでのところ、暴力

団の施設利用についてはない。また、現在、

入札指名業者選定審査の際に、会社の構成員

の中に暴力団関係者が入ってはならないとい

う要綱があり、チェックをしているが、現在

のところはない との答弁がありました。 

 暴力団でなくなった日から５年以上経過し

たものは、元暴力団員であっても排除されな

いので、この年数を10年もしくは15年以上と

することはできないのか とのただしがあり、

経過年数の５年については、他の関係法令な

どで暴力団員等の規定が５年を経過しない者

と定められており、上位法との整合性を図っ

ている との答弁がありました。 

 暴力団員であるかどうかの判断基準につい

て ただしがあり、本市が暴力団員であるか

どうかの判断は困難である、和歌山県警に照

会し、判定をしていただいている との答弁

がありました。 

 以上で委員長報告を終わります。よろしく

皆さんのご審議をお願い申し上げます。 

○議長（井上勝彦君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）この規定では、暴力団

に橋本市が協力するという事態も生じること

を容認する内容となっておりますが、その点

についてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）９番 上田君。 

○９番（上田良治君）今の松浦議員からのお

ただしでございますが、橋本市も暴力団との

折衝というか、容認をする、そういったおた

だしと思うんですが、そういったことは現在

行われておりませんし、そういった意見につ

いては、委員会の中では、あまり話の中では

出てこなかったんですが、今後についても、

見直し等も行っていく、改正をしていくとい

うことでありますので、ご理解を賜りたいと

思います。 
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○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。  以上、四つお願いいたします。 

 17番 松本君。 ○議長（井上勝彦君）９番 上田君。 

○17番（松本健一君）委員長にお尋ねいたし

ます。この条例文に関しては、議案審議の際

にも質疑いたしましたけれども、第２条第４

号市民などの定義について、本市条例の中で

この条例だけが市民を定義してあらわしてお

りまして、市民と事業所を分けて提議をする

か、市民と事業所の定義を１項で表示するか、

いずれにせよ、定義としては不完全であると

いうことが一点、それと、あと三点あるんで

すけれども、委員長のご意見を委員会として

どのようにお考えなのかをお尋ねしたいと思

います。 

○９番（上田良治君）ただ今、松本議員から

のおただしでございますが、そういった市民

などの定義、それから定義の中の定義と、そ

れから意味が重複されているんじゃないかと、

それからパブリックコメントとってみてはど

うかと。いろいろとおただしをいただいたわ

けでございますが、先ほども委員長報告をさ

せていただきましたが、そういった、今、松

本議員からおただしをいただいたことについ

ては、委員会の中では出てきておりません。

しかしながら、さきの総務委員会に付託され

る前の９月議会の本議会において、いろいろ

とこの橋本市暴力団排除条例については、こ

れからいろいろと見直し、あるいは改正をし

ていかなければならない点が多々起こってく

るんじゃないかということもお話の中であっ

たかと思います。そういったことで、総務委

員会といたしましても、今、松本議員から言

われましたことも十分に協議しながら、また、

早期に改正を良い方向でしていただきたいと

いうことを私のほうからお願いしたいなと、

かように思っているところでございます。 

 二つ目としては、第２条第３号暴力団排除

の定義では、暴力団など（暴力団員または暴

力団員でなくなった日から５年を経過しない

者をいう）と定義の中にまた定義を置くとい

う条例になっており、この点についても必ず

しも理念を置いている条例としてはふさわし

くないのではないかと感じます。 

 三つ目として、第２条第５号です。公共事

業などの定義が置かれているにもかかわらず、

唯一公共事業などの文言が使われている第６

条では、公共事業などの市が発注する事業及

びその他の市の事務、または事業と条文の中

に定義化した語句と意味が重複併記されてい

る点。 

 そういったことで、松本議員におかれまし

ては、今後、総務委員会といたしましても、

そういったことで前向きな改正を求めてまい

りたいと思いますので、ご理解を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。  それと、四つ目として、第５条の市民など

の責務となっておりますが、市民の責務では

なく、適切な表現として、市民の役割と表現

すべきであると考えます。責務とするならば、

条例を議会に諮る前に市民にこの責務が守れ

るかどうか、パブリックコメントをしっかり

ととる必要があるのではないかと、施行まで

のプロセスが適正ではないと考えますが、こ

の四点について、委員会としてどのようにお

考えでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 
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 これより、議案第８号 橋本市暴力団排除

条例について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議がありますので、

起立により採決いたします。 

 本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（井上勝彦君）起立多数であります。 

 よって、議案第８号は委員長報告のとおり

可決されました。 

                     

日程第21 議案第10号 橋本市立幼稚園設

置及び管理条例の一部を改正する条例につ

いて と日程第22 議案第14号 公の施設

の指定管理者の指定について の２件 

○議長（井上勝彦君）日程第21 議案第10号

橋本市立幼稚園設置及び管理条例の一部を改

正する条例について と日程第22 議案第14

号 公の施設の指定管理者の指定について 

の２件を一括議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 文教厚生委員会委員長 11番 土井君。 

〔11番（土井裕美子君）登壇〕 

○11番（土井裕美子君）それでは、委員長報

告をさせていただきます。 

 去る９月15日の本会議において、本委員会

に付託された議案第10号 橋本市立幼稚園設

置及び管理条例の一部を改正する条例につい

て、議案第14号 公の施設の指定管理者の指

定について を審査するため、９月21日に委

員会を開催し、慎重審査の結果、いずれも賛

成多数で原案のとおり可決すべきものと決し

ましたので、以下、その概要を報告いたしま

す。 

 議案第10号は、平成24年４月のすみだこど

も園の開園に伴い、廃園となる恋野幼稚園、

兵庫幼稚園、山内幼稚園、隅田幼稚園を条例

から削除するものである。また、平成24年４

月１日から、幼稚園各園において預かり保育

事業を実施することに伴い、預かり保育料は、

子ども一人当たり日額500円とする規定を条

例に追加するものである。 

 委員から、現在実施中の保育料を実費負担

とする預かり保育と、新たに条例に規定する

預かり保育の整合性について ただしがあり、

一律の幼児教育環境を整えることを目的に整

備するものであり、条例改正前後の整合性は

考慮していない との答弁がありました。 

 預かり保育料を一律500円としているが、保

護者の所得に応じて決定される保育園の保育

料との均衡について ただしがあり、幼稚園

における保育及び保護者の要請に応じ実施さ

れる預かり保育を統一した後の検討課題と考

えている との答弁がありました。 

 預かり保育に係る保護者のニーズについて

ただしがあり、現在は保護者の７割程度の利

用実績があり、ニーズは高いと考えるが、今

回、標準保育時間、預かり保育時間、保護者

の負担を新たに定めることから、改めて分析

する必要がある との答弁がありました。 

 幼稚園に入園していない場合でも、保護者

が一時的な保育を希望すれば、預かり保育事

業の対象となるか とのただしがあり、預か

り保育事業の対象とならないが、一時保育を

実施している私立あやの台保育園及び香久の

実保育園で対応していただくことになる と

の答弁がありました。 

 水曜日を預かり保育を実施しない日として

設定した理由について、また、夏季休業等の

長期休業中について、保護者の要望が高けれ

ば実施日に変更できるか とのただしがあり、

預かり保育は現職員体制での対応となり、水

曜日は職員研修等が実施されていることが多
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いため、実施しない日として設定している。

また、長期休業中の保育が必要となる家庭に

ついては、保育に欠ける家庭であるとの判断

から、保育園での継続した対応が適切と考え

られ、幼稚園での対応は考えていない との

答弁がありました。 

 議案第14号は、平成25年４月１日に移転開

園する橋本市立三石保育園について、指定管

理者の公募を行い、応募があった４団体につ

いて、指定管理者選定委員会において審査を

行った結果、 高得点を得た社会福祉法人萬

年青友の会を指定管理者として指定し、指定

期間は平成25年４月１日から平成30年３月31

日までの５年間とするものである。 

 委員から、市内の既存の私立保育園、幼稚

園、また、指定管理者制度を適用したこども

園２園並びに本保育園は、すべて異なる法人

が運営するが、本市が培ってきた保育方針は

継承されるか とのただしがあり、市内でも

地域によってニーズが違い、また多くの選択

肢を持ちたいとの保護者の意向も受け、結果

的にすべて異なる法人となっているが、国の

保育所保育指針、橋本市保育課程を遵守して

いただくことで、本市の保育方針は継承され

る。これに法人独自の保育理念を加え、私立、

公設民営、公設公営園が切磋琢磨することで、

保育の質の向上も期待している との答弁が

ありました。 

 高野口こども園の経験を踏まえ、改善され

た点はあるか とのただしがあり、高野口こ

ども園については、指定管理者の募集、決定

が遅かったため、施設面で法人の意向が反映

されにくく、また、引き継ぎ保育を実施した

ものの、開園当初の対応に不十分な点があっ

た。このため、三石保育園では施設整備に合

わせ指定管理者の募集を行い、開園当初の対

応についても仕様書に明記している。また、

高野口こども園では、保育士の３分の１以上

が保育実務経験３年以上と規定していたが、

これを２分の１以上に引き上げ、より経験の

ある保育士の確保を規定している との答弁

がありました。 

 保護者に法人の保育理念を十分理解してい

ただく必要があると考えるが、どのような対

応を考えているか とのただしがあり、本法

人の理事長は、保育士の経験を経て現在に至

った経験から、保護者とのコミュニケーショ

ンの重要性は十分理解しており、指定管理者

の選定におけるプレゼンテーションにおいて

も、保護者より同様の質問があり、結果、採

点で高得点を上げている。市としても、今後、

十分な機会を設け、保護者にご理解いただい

た上、運営するよう努めたい との答弁があ

りました。 

 保育士の地元雇用について ただしがあり、

市立保育園に勤務している嘱託、臨時、パー

ト職員の積極的な雇用に努めるよう仕様書に

明記している との答弁がありました。 

 討論に入り、反対の立場から、保育所の運

営に指定管理者制度を適用することに反対の

ため、本議案に反対する との討論がありま

した。 

 以上、委員長報告を終わります。議員各位

の慎重なご審議よろしくお願いいたします。 

○議長（井上勝彦君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）質疑がないようですの

で、質疑を終結いたします。 

 これより、議案第10号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ３番 富岡君。 

〔３番（富岡清彦君）登壇〕 

○３番（富岡清彦君）議案第10号 橋本市立

幼稚園設置及び管理条例の一部を改正する条
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例について 反対の立場から討論を行います。  ３番 富岡君。 

 反対理由の一つは、本議案はすみだこども

園を開設するにあたり、廃園となる兵庫、隅

田、山内、恋野幼稚園を条例から排除するも

のです。そもそも、私どもは、当局が進める

こども園計画、保育所11園と幼稚園７園の合

計18園を五つのこども園に集約し、公設公営

の保育、幼児教育から、公設民営の保育、幼

児教育に転換をする、このことに反対であり

ます。橋本市が、営々と築いてきた保育、幼

児教育環境、この財産を失うことになると考

えます。 

〔３番（富岡清彦君）登壇〕 

○３番（富岡清彦君）議案第14号 公の施設

の指定管理者の指定について 反対の立場か

ら討論をしたいと思います。 

 本議案は、三石保育園の新築移転を契機に

公設公営から公設民営の保育園にすべく、指

定管理者の指定を行うものです。議案第10号

の討論で述べましたが、当局は、行財政改革

の柱の一つとして、こども園計画を実行して

います。述べたいことは、三石保育園の運営

を民間委託することは、こども園計画当初、

計画になかったことであります。当局は公設

民営に転換することで大きな財政効果を実感

したのだと考えます。三石保育園の運営を民

間委託することは、当局が一貫して説明して

きた公設公営と公設民営の二つの保育、幼児

教育が切磋琢磨して、互いによりよい保育、

幼児教育を行うことになる論理、これは破た

んすることになると思います。民間が運営す

る保育園の問題は、ベテランの保育士があま

りにも少ないこと、また、橋本市が誇れる障

がい児保育の継続も危惧いたします。私、申

し上げたいことは、橋本市の未来を担う子ど

もたちの保育、幼児教育の分野で、そのほと

んどを民間にゆだねることで、橋本市のまち

づくりは成り立つのか、大いに疑問を感じま

す。 

 反対理由の二つ目は、預かり保育１日500

円とすることです。先ほどの委員長報告で、

委員会でも議論があったとのことですが、当

局は明快な答弁ができていないと思います。

保育園児は、所得に応じで保育料を支払って

いるのに、幼稚園児の預かり保育は一律の金

額で徴収することになる、この矛盾を抱えた

ままの議案に賛成できません。 

 以上、反対討論とします。 

○議長（井上勝彦君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 

 これより、議案第10号 橋本市立幼稚園設

置及び管理条例の一部を改正する条例につい

て を採決いたします。  以上、反対討論とします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

○議長（井上勝彦君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

（賛成者起立） ○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって討論を終結いたします。 ○議長（井上勝彦君）起立多数であります。 

 よって、議案第10号は委員長報告のとおり

可決されました。 

 これより、議案第14号 公の施設の指定管

理者の指定について を採決いたします。 

 次に、議案第14号の討論に入ります。  委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することに賛成の諸君の起立を求 討論する方ありませんか。 

－232－ 



めます。 

（賛成者起立） 

○議長（井上勝彦君）起立多数であります。 

 よって、議案第14号は委員長報告のとおり

可決されました。 

                     

日程第23 議案第13号 市道路線の認定に

ついて と日程第24 議案第15号 公の施

設の指定管理者の指定について の２件 

○議長（井上勝彦君）日程第23 議案第13号

市道路線の認定について と日程第24 議案

第15号 公の施設の指定管理者の指定につい

て の２件を一括議題といたします。 

 本案に関し、委員長の報告を求めます。 

 経済建設委員会委員長 13番 石橋君。 

〔13番（石橋英和君）登壇〕 

○13番（石橋英和君）経済建設委員会でござ

います。 

 去る９月15日の本会議において、本委員会

に付託された議案第13号 市道路線の認定に

ついて、議案第15号 公の施設の指定管理者

の指定について を審査するため、９月20日

に委員会を開催し、慎重審査の結果、いずれ

も全会一致で原案のとおり可決すべきものと

決しましたので、以下、その概要を報告いた

します。 

 議案第13号は、もともと幅員が狭く、車両

が通行不能であったため、日本たばこ産業よ

り用地を取得し、市道を延伸した紀ノ川東西

線、紀ノ光台区画整理に伴い一部廃止した市

道霜草大池線のつけ替え道路である紀ノ光

台19号線、京奈和自動車道側道のつけ替えに

伴い、市道原田幹線と市道寺垣内支線を接続

する道路として整備した北馬場区内８号線の

計３路線を新たに市道として認定するもので

あり、委員会は先に現地に赴き、調査の後、

審査を行いました。 

 委員から、質疑、意見等はありませんでし

た。 

 議案第15号は、平成24年３月２日開業予定

のやどり温泉いやしの湯について、指定管理

者の公募を行い、応募があった３団体につい

て、指定管理者選定委員会において、地域の

活性化、観光振興、経営能力、資金力等の項

目を審査した結果、 高点を得たケービック

ス株式会社大阪支店を指定管理者として指定

し、指定期間は竣工日から平成26年３月31日

までとするものである。 

 委員から、指定管理者募集要項及び業務仕

様書の概要について ただしがあり、指定管

理を行う施設は、源泉施設、駐車場を含む本

館棟、宿泊棟４棟とし、指定管理者が行う業

務の範囲は、利用許可に関する業務、料金に

関する業務、維持管理に関する業務、その他

市長が必要と認める業務としている。さらに、

自主事業としての食堂及び地場産品ショップ

を開設し、取り扱う食材や食品等は、可能な

限り地元産品の使用を要請している。また、

指定期間が始まる11月ごろから３月２日の開

業までに要する経費は指定管理者が負担する

こととしている。留意事項として、従業員に

ついては、市内居住者の雇用に努めるものと

し、特に地域住民の雇用について地元と協議

することとしている。このほか、指定管理者

審査基準及び管理に係る責任分担等について

も明記している との答弁がありました。 

 自主事業に係る経費の分担及び指定管理者

が負担した施設の改修、備品の取り扱いにつ

いて ただしがあり、自主事業に係る経費に

ついてはすべて指定管理者が負担することに

なる。また、自主事業であるかどうかにかか

わらず、指定管理者が新たに施設を改修、ま

た備品等を購入する場合、市長の許可が必要

となっており、指定管理者が負担したもので

あっても基本的にはすべて市に帰属されるこ

とになる との答弁がありました。 
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 指定管理者から施設使用料の徴収は考えて

いるか とのただしがあり、利用料について

は、立地条件、収容能力、集客予測を念頭に

置き、指定開始後一定期間の運営状況も考慮

に入れ、決定する必要があると考えるが、本

指定管理者候補者より、１年目から経常利益

が300万円を超過した場合、すべての経常利益

の10％を市に還元するとの提示があったこと

から、この旨、協定書に明記したい との答

弁がありました。 

 本市は、本施設の年間経費を2,200万円と想

定しているが、本候補者はどの程度の利用者、

経費を想定しているか とのただしがあり、

本市は年間利用者１万人で、自主事業を除い

た指定管理施設のみの経費は約2,200万円と

試算しているが、本候補者は自主事業を含め

３万人以上の集客を目標としており、初年度

は初期投資もあり利益を上げるのは難しい状

況にあるものの、指定期間において市が試算

する以上の収益、経費を見込んでいる との

答弁がありました。 

 他の応募団体と比較して、本候補者が集客

面で優れている点について ただしがあり、

本候補者は、自治体施設の指定管理業務と客

室清掃や食器洗浄などに限った専門特化型の

業務を請け負っている。全国数多くの有名温

泉旅館、ホテルの部門受託業務などを行って

きた実績とノウハウを生かし、関係業者と提

携し、集客に向けたさまざまなプランを想定

されており、他団体と比較し、集客目標を裏

付ける根拠が明確であると選定委員会で判断

された との答弁がありました。 

 以上でございます。 

○議長（井上勝彦君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 ７番 松浦君。 

○７番（松浦健次君）特に２ページの上から

５行目ぐらいですけども、特に地域住民の雇

用について地元と協議するということとして

いると書いてありますが、極めて厳しい経営

状況なので、その業者の能力発揮をあまり縛

ってはいけないと、要するに適材適所でなく

ても地元であれば優先して雇用しなければな

らないというような形であれば、運営にも支

障を来すと、マイナス面が出てくると思いま

すので、この辺についてどのように、あまり

縛り過ぎではないかと考えますが、委員長は

どのようにお考えでしょうか。 

○議長（井上勝彦君）13番 石橋君。 

○13番（石橋英和君）松浦議員のご質問にお

答えさせていただきます。 

 一応、このような格好で指定業者と契約の

締結になるようでございますが、このような

方を採用することに決定いたしましたという

段階ではありませんし、一つの努力目標とし

て地元の方の要望も聞きながら、雇用に努め

ていただきたいという段階だと判断いたしま

す。それが 終的にどのような結果になるか、

議員ご指摘のとおり、そんなに強く縛ってい

るというような印象を私個人的には持ってお

りません。ただ、結果的にそうなればいいな

あ、そして当局はそのようにお願いするとい

うか、指導するという、そのような段階かと

判断いたします。 

○議長（井上勝彦君）ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ないようですので、こ

れをもって質疑を終結いたします。 

 これより、議案第13号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第13号 市道路線の認定に

ついて を採決いたします。 
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 委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

 次に、議案第15号の討論に入ります。討論

する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）討論がないようですの

で、討論を終結いたします。 

 これより、議案第15号 公の施設の指定管

理者の指定について を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告

のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告のとおり可決さ

れました。 

                     

○議長（井上勝彦君）この際、報告いたしま

す。 

 総務委員長、経済建設委員長、文教厚生委

員長及び議会運営委員長から、委員会におい

て審査及び調査中の事件につき、会議規則

第104条の規定により、お手元に配付いたしま

した申出書のとおり、閉会中の継続審査及び

調査をいたしたい旨の申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 委員長申し出のとおり、閉会中の継続審査

及び調査に付することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（井上勝彦君）ご異議なしと認めます。 

 よって、委員長申し出のとおり、それぞれ

閉会中の継続審査及び調査に付することに決

しました。 

                     

○議長（井上勝彦君）以上で本日の日程は終

わりました。 

 これにて本議会に付議された案件の審議は

全部終了いたしました。 

                     

○議長（井上勝彦君）閉会にあたり、市長か

ら発言の申し出がありますので、市長の発言

を許します。 

 市長。 

〔市長（木下善之君）登壇〕 

○市長（木下善之君）閉会にあたりまして、

一言ごあいさつを申し上げます。 

 議員の皆さん方におかれましては、９月５

日の開会以来、23日間にわたりまして、平成22

年度の決算案件をはじめ、補正予算など合わ

せて33件の議案につきまして、ご承認をいた

だきましたこと、心から御礼を申し上げたい

と思います。 

 会期中、議員各位から賜りました多くのそ

うしたご意見等につきましては、今後の市政

運営に反映をしてまいりたいと考えるところ

でございます。 

 さて、９月の開会冒頭にも若干は触れてお

りますが、９月２日、３日にかけての台風12

号による和歌山県、奈良県、三重県等に甚大

な被害をこうむったわけでございまして、大

台ケ原が一番雨が多くて2,500mm余りとかと

いうことを聞かされてございますが、平均千

七、八百mmの雨が降られたということでござ

います。したがいまして、甚大な豪雨で和歌

山県だけでも50名余りの方が亡くなっておる

わけでございます。これらの皆さんには、ご

冥福をお祈り申し上げたいと思いますし、そ

してまた、参加された多くの皆さんから聞か

せていただきますと、本当にこの復旧、復興

は大変なものであるということ、聞かされて

おるわけでございますが、どうか、一日も早

く復旧、復興をされるよう期待するところで

ございます。 
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 台風12号、15号という二つの台風が大きな

被害をもたらしたわけでございますけれども、

これらについては、日本列島を縦断して、地

域によっては、人的被害をはじめ、河川の氾

濫や土砂災害による避難指示や避難勧告が相

当各地に出されたわけでございます。そうし

た異常な事態になったということでございま

すが、幸いにも、本市におきましては、被害

はあまり多くなかったということでございま

すが、ただ、12号台風でその後、綿密に調査

をいたしますと、やはり、南馬場の緑地公園、

このグラウンドに大きな被害がございました。

流木、ごみ等が数百ｔ以上体積を、今やして

おるということでございます。たくさんのグ

ラウンドがございますが、ほとんど流されて

おるということから、今後、一日も早い復旧

をしなければならない、そう思っておるとこ

ろでございます。 

 総じて、それぞれの被害地の方々の心労を

思うと、大変心が痛む思いでございます。特

に橋本市内におきましては、紀陽団地、七福

団地ほか数カ所にわたりまして、紀の川の増

水がございました。それによっての被害に消

防団の皆さんが総力を挙げて対応いただきま

したこと、心から御礼を申し上げたいと思い

ます。 

 12号台風の被害から１カ月経過するわけで

ございますが、大変復旧への道のりは厳しい

ものがございます。本市といたしましても、

災害発生当初、直ちに消防職員や水道職員を

派遣しまして、救助活動や給水活動を行った

ところでございますが、今後もこれまで同様、

できる限りの支援を行ってまいる所存でござ

います。 

 それでは、ここで今後の支援も含めまして、

これまでの支援の状況について、簡単にご報

告を申し上げさせていただきます。まず、消

防職員５名が９月５日から７日までの間、新

宮市熊野川町において救援活動に参加いたし

ました。水道部におきましては、９月５日か

ら12日までの間、延べ６名の職員が交代で新

宮市医療センターなどで給水活動にあたりま

した。環境美化センターにおきましては、９

月17日と18日の両日、４名の職員が災害の廃

棄物の撤去作業にあたってございます。また、

納税課の職員を９月19日と20日の両日、新宮

市熊野川町の避難所運営支援活動に派遣をい

たしました。さらに、道路、河川等の土木施

設の災害復旧業務のため、明日から10月７日

までの間、建設課の土木技術職員を新宮市役

所に派遣することになっております。次に、

那智勝浦町への人的支援活動でございますが、

被災者の健康調査並びに健康チェックのため、

９月16日から19日の間、保健師１名を派遣い

たしました。また、９月13日から10月13日の

約１カ月の間、延べ７名の職員を現地の災害

対策本部要員として派遣することとなってお

ります。なお、物的支援につきましても、今

後も要請に応じ、できる限りの支援をしてま

いりたいと考えております。 

 台風の通過とともに、すっかり秋を感じる

季節となってまいりました。秋本番とともに、

台風襲来の季節でもあります。この時期、防

災体制には万全を期して臨んでまいりたいと

考えておりますし、10月30日でございました

か、南馬場の緑地広場をごみをのけて、あそ

こで防災訓練を大々的にやってまいりたいと

考えておりますので、また議員の皆さんもひ

とつ、ご参加をお願いを申し上げたいと思い

ます。 

 閉会にあたりまして、簡単ではございます

けれども、以上をもちまして、私のあいさつ

とさせていただきます。ありがとうございま

した。 

○議長（井上勝彦君）これにて、平成23年９

月橋本市議会定例会を閉会いたします。 
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 ご苦労さんでございました。 （午前10時20分 閉会） 
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